
保
健
環
境
研
究
所
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
（
支
所

を
除
く
。
）
、
農
林
業
総
合
試
験
場
（
資
源
活
用

研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
分
場
を
除
く
。
）
及
び
水
産

海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー
（
支
所
を
除
く
。
）

管
理
部
長
又
は
企
画
管
理
部
長

に
改
め
る
。

農
林
業
総
合
試
験
場
資
源
活
用
研
究
セ
ン
タ
ー

副
セ
ン
タ
ー
長

附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
（
平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
第
二
項
中
「
緊
急
初
動
班
」
の
下
に
「
及
び
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
」
を
加
え
る
。

　
第
八
条
第
四
項
中
「
緊
急
初
動
班
、
」
の
下
に
「
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
、
」
を
加
え
る
。

　
第
八
条
第
五
項
中
「
所
属
す
る
課
」
の
下
に
「
（
総
括
班
に
つ
い
て
は
、
防
災
危
機
管
理
局
）
」
を

加
え
、
「
緊
急
初
動
班
、
」
の
下
に
「
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
、
」
を
加
え
る
。

　
第
十
二
条
の
三
「
（
本
部
、
地
方
本
部
及
び
出
先
機
関
各
班
並
び
に
緊
急
初
動
班
の
設
置
基
準
）
」

を
「
（
本
部
、
地
方
本
部
、
出
先
機
関
各
班
、
緊
急
初
動
班
及
び
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
の
設
置

基
準
）
」
に
改
め
、
「
第
三
項
　
本
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
を
設
置
す

る
。
」
を
加
え
る
。

　
第
十
二
条
の
四
第
二
項
「
緊
急
初
動
班
」
の
下
に
「
又
は
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
」
を
加
え
る

。　
第
十
四
条
第
一
項
中
「
広
報
班
及
び
緊
急
初
動
班
」
を
「
広
報
班
、
緊
急
初
動
班
及
び
災
害
対
策
現

地
情
報
連
絡
班
」
に
改
め
る
。

目

次

訓

令
（
第
十
二
号
）

○
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

�

（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
一

雑

報

○
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

（
防
災
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

訓

令

　
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号

本
　
　
　
　
　
　
庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋

福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
元
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
中

保
健
環
境
研
究
所
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
（
支
所

を
除
く
。
）
、
農
業
総
合
試
験
場
（
分
場
を
除
く

。
）
、
森
林
林
業
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
水
産
海
洋

技
術
セ
ン
タ
ー
（
支
所
を
除
く
。
）

管
理
部
長
又
は
企
画
管
理
部
長

を
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総
括
班

十
五
　
緊
急
初
動
班
、
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
、
災
害
情
報

セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
及
び
臨
時
の
班
の
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

�

に
、

広
報
班

一
　
テ
レ
ビ
放
送
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
新
聞
発
表
そ
の
他
広
報
に
関

す
る
こ
と
。

二
　
ニ
ュ
ー
ス
カ
ー
の
現
地
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
写
真
の
撮
影
、
収
集
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

を

広
報
班

一
　
テ
レ
ビ
放
送
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
新
聞
発
表
そ
の
他
広
報
に
関

す
る
こ
と
。

二
　
広
報
車
の
現
地
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
写
真
の
撮
影
、
収
集
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

に
、

緊
急
初
動
班

一
　
本
部
設
置
後
に
お
い
て
、
総
括
班
が
行
う
情
報
の
収
集
及
び

伝
達
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
総
括
班
が
行
う
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の
応
援
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

を

緊
急
初
動
班

一
　
本
部
又
は
警
戒
本
部
設
置
後
に
お
い
て
、
総
括
班
が
行
う
情

報
の
収
集
及
び
伝
達
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
総
括
班
が
行
う
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の
応
援
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、

災
害
対
策
現
地
情
報

連
絡
班

一
　
本
部
設
置
後
に
お
け
る
災
害
情
報
の
収
集
及
び
災
害
応
急
対

策
の
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
同
表
総
務
部
の
項
中

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

班

一
　
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
り
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る
こ
と
。

を

シ
ス
テ
ム
管
理
班

一
　
電
子
計
算
機
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
旧
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

　
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
福
岡
県
内
に
」
の
下
に
「
津
波
注
意
報
又
は
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る

。　
別
表
第
二
総
務
部
の
項
中

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長

を

シ
ス
テ
ム
管
理
班

シ
ス
テ
ム
管
理
課
長

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長

に
改
め
、

同
表
企
画
・
地
域
振
興
部
の
項
中

調
査
統
計
班

調
査
統
計
課
長

を

調
査
統
計
班

調
査
統
計
課
長

に
改
め
、

交
通
政
策
班

交
通
政
策
課
長

同
表
商
工
部
の
項
中

中
小
企
業
経
営
金
融
班

中
小
企
業
経
営
金
融
課
長

を

国
際
経
済
観
光
班

国
際
経
済
観
光
課
長

新
産
業
・
技
術
振
興
班

新
産
業
・
技
術
振
興
課
長

中
小
企
業
技
術
振
興
班

中
小
企
業
技
術
振
興
課
長

に
改
め
、

新
産
業
振
興
班

新
産
業
振
興
課
長

観
光
・
物
産
振
興
班

観
光
・
物
産
振
興
課
長

　
同
表
県
土
整
備
部
の
項
中

企
画
交
通
班

企
画
交
通
課
長

を

企
画
班

企
画
課
長

に
改
め
る
。

　
別
表
第
三
総
合
指
令
部
の
項
中

総
括
班

十
五
　
緊
急
初
動
班
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
班
及
び
臨
時
の
班
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

を
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新
産
業
・
技
術
振
興

班

一
　
り
災
中
小
企
業
者
の
復
旧
の
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
振
興
班

一
　
商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関
東
及
び
関
西

地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
り
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
り
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
貿
易
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、

中
小
企
業
技
術
振
興

班

一
　
り
災
中
小
企
業
の
復
旧
の
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

新
産
業
振
興
班

一
　
新
産
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

観
光
・
物
産
振
興
班

一
　
観
光
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
同
表
県
土
整
備
部
の
項
中

企
画
交
通
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
災
害
時
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
運
行
状
況
の
把
握
及
び

情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
三
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

を

企
画
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
る
。

　
別
表
第
五
の
一
の
表
総
務
部
の
項
中

緊
急
初
動
班

七
○

全
員

を

緊
急
初
動
班

七
○

全
員

に
、

災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

　
一

　
二

全
員

を

シ
ス
テ
ム
管
理
班

　
一

全
員

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

　
一

　
二

全
員

に
、

小
　
計

　
九

一
八

三
四

を

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

班

一
　
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
り
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、

　
同
表
企
画
・
地
域
振
興
部
の
項
中

広
域
地
域
振
興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
災
害
時
に
お
け
る
交
通
機
関
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
第
三

セ
ク
タ
ー
鉄
道
及
び
地
方
バ
ス
に
限
る
。
）
。

を

市
町
村
支
援
班

一
　
り
災
市
町
村
の
行
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

情
報
政
策
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

調
査
統
計
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

広
域
地
域
振
興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、

市
町
村
支
援
班

一
　
り
災
市
町
村
の
行
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

情
報
政
策
班

一
　
電
子
計
算
機
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
旧
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

調
査
統
計
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

交
通
政
策
班

一
　
災
害
時
に
お
け
る
交
通
機
関
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
災
害
時
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
運
行
状
況
の
把
握
及
び

情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
同
表
商
工
部
の
項
中

中
小
企
業
振
興
班

一
　
商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関
東
及
び
関
西

地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

を

中
小
企
業
経
営
金
融

班

一
　
り
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
り
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
経
済
観
光
班

一
　
観
光
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
貿
易
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
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小
　
計

　
九

一
八

三
三

に
改
め
、

　
同
表
企
画
・
地
域
振
興
部
の
項
中

調
査
統
計
班

　
一

全
員

を

調
査
統
計
班

　
一

全
員

に
、

交
通
政
策
班

　
一

全
員

小
　
計

　
一

　
二

一
〇

を

小
　
計

　
一

　
二

一
一

に
改
め
、

　
同
表
商
工
部
の
項
中

中
小
企
業
振
興
班

　
一

　
一

　
一

全
員

を

中
小
企
業
経
営
金
融
班

　
二

全
員

国
際
経
済
観
光
班

　
一

全
員

新
産
業
・
技
術
振
興
班

　
一

全
員

中
小
企
業
振
興
班

　
一

　
一

　
二

全
員

に
改
め
、

中
小
企
業
技
術
振
興
班

　
一

全
員

新
産
業
振
興
班

　
一

全
員

観
光
・
物
産
振
興
班

　
一

全
員

　
同
表
県
土
整
備
部
の
項
中

企
画
交
通
班

　
二

　
二

　
三

全
員

を

企
画
班

　
二

　
二

　
三

全
員

に
改
め
る
。

附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
は
、
平
成
二
十
六

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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